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職場体験学習についてのお知らせ 

   
 ひんやりとした秋気が心地よい季節となりました。皆様方におかれましてはますますご

健勝のこととお喜び申しあげます。 

 日ごろは、本校教育活動に多大なご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。  

 さて、三島市では平成 18 年度から、三島市教育委員会を中心に、各種関係機関のご協力

の下「地域の子どもは地域の大人が育てよう」をテーマに、職場体験活動を実施していま

す。ここ２年間はコロナウイルス感染症対策として、実施を見合わせてきました。今年度、

地域学校協働本部の力をお借りし、職場体験学習を再開することになりました。また、学

区での職業体験活動を充実させるため、多くの地域の方々にご協力いただいております。 

 つきましては下記のとおり実施いたしますので趣旨をご理解いただき、生徒の職場体験

活動がより充実したものになるよう、ご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 職場体験活動は次のようなねらいで行われます。 

●ねらい…生徒の生きる力を育成し、地域の教育力を向上させる  

  ・社会の規範を身につける    ・健全な職業観を育てる  
 ・夢を持って将来の進路を考える  ・学校と地域が一体となって教育する 

 ・三島のすばらしさを知る    ・地域の大人が地域の子どもを育てる意識の高揚 

２ 実施日 令和４年 11 月 17 日（木）、18 日（金） 

      （ただし一部事業所では、都合により１日のみの実施となります。）  

３ 活動内容 

  ① 活動時間 ９：00～15：00 の間で事業所が定める時間（例外あり） 

  ② 服  装 事業所が定める服装 

  ③ 持 ち 物 筆記用具・弁当・水筒・交通費等 

         その他事業所で必要とされるもの 
④ 費  用 各自負担（交通費・通信費・食費等） 

⑤ そ の 他 グループのメンバー・活動場所・活動日時・移動手段等を記録する 

 

４ その他 

    ★生徒には、次のような指導をしていきます。 
  ① 病気等により職場体験を欠席する場合は、保護者が学校（975-1093）に連絡してく

ださい。体験場所には学校から連絡します。 

  ② 何かトラブル等があった場合は職場体験終了時に生徒責任者が学校に連絡します。 

  ③ 活動中に生徒の体調が悪化した場合や、不慮の事故が発生した場合は、各事業所 

    より直ちに学校に連絡が入り、学校に待機している職員が急行します。  
④ 事業所が休みの場合は学校に登校し、午前中自習を行います。午後は自宅待機です。 

    ★事前訪問について（詳しい内容は各自計画書にて確認してください）  

10 月 27 日（木）13：30 以降に学校を出発します（学校から各事業所に行きます） 

                                     （事業所によっては日時が前後します） 

    ★保険について 

   体験当日及び事前訪問日については、学校で保険に加入いたします。 

  ★コロナウイルス感染症が拡大した場合、職場体験学習を中止とする場合があります。 

   その際には、学校から改めて連絡いたします。ご了承下さい。 

 
 

 

担   当  森  厚志 

T  E  L   055-975-1093 

F  A  X     055-976-4341 


